
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

指

定

技

能

教

育

施

設

の

廃

止

の

届

出

教

育

委

員

会

【

正

誤

】

担

当

課

（

室

）

○

岡

山

県

環

境

影

響

評

価

等

に

関

す

る

条

例

施

行

総

務

学

事

課

目

次

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

の

正

誤

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

岡

山

県

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

対

応

資

経

営

支

援

課

金

融

資

制

度

要

綱

の

一

部

改

正

○

岡

山

県

建

築

計

画

概

要

書

等

閲

覧

規

程

の

一

部

建

築

指

導

課

改

正

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

令

和

三

年

度

自

衛

官

第

一

次

募

集

（

一

般

曹

候

危

機

管

理

課

補

生

）

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

室

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

産

業

企

画

課

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

治

山

課

○

漁

業

災

害

補

償

法

の

規

定

に

よ

る

同

意

の

成

立

水

産

課

○

土

砂

災

害

警

戒

区

域

等

の

指

定

の

解

除

防

災

砂

防

課

○

土

砂

災

害

警

戒

区

域

等

の

指

定

〃

【

公

告

】

○

県

営

土

地

改

良

事

業

変

更

計

画

の

縦

覧

耕

地

課

○

〃

〃

○

林

業

種

苗

生

産

事

業

者

講

習

会

の

開

催

治

山

課

○

基

本

測

量

の

実

施

監

理

課

○

公

共

測

量

の

実

施

〃

【

教

育

委

員

会

】

岡

山

県

公

報

令和３年２月１９日 第１２２７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
七
十
六
号

岡
山
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
資
金
融
資
制
度
要
綱
（
令
和
二
年
岡
山
県
告
示
第
二
百

五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
二
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
七
条
第
三
項
中
「
除
き
、
」
の
下
に
「
他
の
金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け
た
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
）

２

改
正
後
の
岡
山
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
資
金
融
資
制
度
要
綱
の
規
定
は
、
こ
の
告

示
の
施
行
の
日
以
降
に
岡
山
県
信
用
保
証
協
会
が
保
証
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
融
資
に
つ
い
て
適

用
す
る
。

令和３年２月１９日　岡山県公報　第１２２７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
七
十
七
号

岡
山
県
建
築
計
画
概
要
書
等
閲
覧
規
程
（
平
成
十
八
年
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
二
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
一
条
中
「
第
十
一
条
の
四
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
六
号
」
に
改

め
る
。

令和３年２月１９日　岡山県公報　第１２２７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
七
十
八
号

防
衛
省
に
お
い
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
う
ち
一
般
曹
候
補
生
の
令
和
三
年
度
募
集
の
要
領
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
二
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

採
用
自
衛
官
の
区
分

一
般
曹
候
補
生

二

応
募
資
格

令
和
三
年
四
月
一
日
現
在
で
、
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
（
三
十
二

歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定
月
の
末
日
現
在
で
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る

）
。

で
、
か
つ
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

三

受
付
期
間

１

令
和
三
年
三
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
十
一
日
ま
で

２

令
和
三
年
度
の
高
等
学
校
卒
業
予
定
者
又
は
中
等
教
育
学
校
卒
業
予
定
者
の
受
付
に
つ
い
て
は
、

１
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
部
科
学
・
厚
生
労
働
両
省
か
ら
示
さ
れ
た
期
日
以
降
と
す
る
。

四

採
用
試
験
種
目

１

第
一
次
試
験

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査

２

第
二
次
試
験

口
述
試
験
及
び
身
体
検
査

五

志
願
票
の
請
求
先
及
び
提
出
先

市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
、
同
本
部
出
張
所
、
同
本
部
地
域

事
務
所
若
し
く
は
同
本
部
募
集
案
内
所

六

採
用
試
験
期
日

１

第
一
次
試
験

令
和
三
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
の
指
定
す
る
一
日

２

第
二
次
試
験

令
和
三
年
六
月
十
八
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
の
指
定
す
る
一
日

七

試
験
場

１

第
一
次
試
験

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

（１）

岡
山
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
（
岡
山
市
北
区
駅
元
町
）

（２）
２

第
二
次
試
験
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陸
上
自
衛
隊
三
軒
屋
駐
屯
地
（
岡
山
市
北
区
宿
）

（１）

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

（２）

お
か
や
ま
西
川
原
プ
ラ
ザ
（
岡
山
市
中
区
西
川
原
）

（３）
３

右
記
に
つ
い
て
は
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
。

八

採
用
予
定
時
期

１

令
和
四
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の
間

２

右
記
の
ほ
か
に
設
定
す
る
場
合
が
あ
る
。

九

そ
の
他

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
五
の
志
願
票
の
請
求
先
及
び
提
出
先
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部

〇
八
六

二
二
六

〇
三
六
一

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
津
山
出
張
所

〇
八
六
八

二
二

五
六
三
七

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
倉
敷
地
域
事
務
所

〇
八
六

四
二
二

七
三
五
八

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地
域
事
務
所

〇
八
六
六

二
二

二
三
一
四

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
岡
山
募
集
案
内
所

〇
八
六

二
二
四

二
八
二
四

－
－

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
o
k
a
y
a
m
a
/
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◎
岡
山
県
告
示
第
七
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
二
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

あ
い
の
光
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
牛
窓
町
牛
窓
三
一
二
一
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
青
木
内
科
小
児
科
医
院

２

所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
南
区
大
福
二
八
一
番
地
五

三

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
四
〇
〇
五
九
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

令和３年２月１９日　岡山県公報　第１２２７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
定

期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
非
自
動
は
か
り
（
計

量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く

、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。

。
）令

和
三
年
二
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日

区

域

場

所

期

日

玉
野
市

岡
山
県
計
量
管
理
セ
ン
タ
ー
（
岡
山

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三

笠
岡
市

市
北
区
芳
賀
五
千
三
百
一

（
特
定

月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て

）

高
梁
市

計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

別
途
指
定
す
る
日

新
見
市

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十

瀬
戸
内
市

九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

真
庭
市

あ
っ
て
は
、
そ
の
特
定
計
量
器
の
所

浅
口
市

在
の
場
所
）

加
賀
郡

都
窪
郡

浅
口
郡

小
田
郡

苫
田
郡

真
庭
郡

二

実
施
機
関

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会
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◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
二
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

真
庭
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
真

「

庭
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

苫
田
郡
鏡
野
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
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間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
鏡

「

野
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
作
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
美

「

作
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

令和３年２月１９日　岡山県公報　第１２２７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
二
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同

意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

令
和
三
年
二
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

区
域

牛
窓
町
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

二

区
分

主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
を
営
む
漁
業

令和３年２月１９日　岡山県公報　第１２２７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
七
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
倉
敷
市
の
区
域
内
に

。

お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
三
年
二
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
を
解
除
す
る

な
る
自
然
現
象
の
種
類

区
域

二
〇
二
Ｋ
児
島
阿
津
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
を
解
除
す
る
区

な
る
自
然
現
象
の
種
類

域
及
び
法
第
九
条
第

二
項
括
弧
書
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒

区
域
等
に
お
け
る
土

砂
災
害
防
止
対
策
の

推
進
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四

号
）
で
定
め
る
衝
撃

に
関
す
る
事
項

二
〇
二
Ｋ
児
島
阿
津
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令和３年２月１９日　岡山県公報　第１２２７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
倉
敷

。

市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す

る
。

令
和
三
年
二
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
〇
二
Ｋ
児
島
阿
津
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域
及
び
法

な
る
自
然
現
象
の
種
類

第
九
条
第
二
項
括
弧

書
に
規
定
す
る
土
砂

災
害
警
戒
区
域
等
に

お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
三
年
政
令

第
八
十
四
号
）
で
定

め
る
衝
撃
に
関
す
る

事
項

二
〇
二
Ｋ
児
島
阿
津
〇
〇
一

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令和３年２月１９日　岡山県公報　第１２２７０号



〔

〕

（

）

、

七
一

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
（
一
般
）

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
関
係
書
類

歌
見
池
地
区
）

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
二
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

歌
見
池
地
区
）
変
更
計
画
書

（
た
め
池
整
備
（
一
般
）

二

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
二
月
十
九
日
か
ら
同
年
三
月
十
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

玉
野
市
役
所

令和３年２月１９日　岡山県公報　第１２２７０号



、

〔

〕

（

）

七
二

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
（

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、

中
山
間
地
域
総
合
整
備

井
原
地
区

青
野
工
区
）

関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
二
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

中
山
間
地
域
総
合
整
備

井
原
地
区

青
野
工
区
）
変
更
計
画
書

（

二

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
二
月
十
九
日
か
ら
同
年
三
月
十
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

井
原
市
役
所

令和３年２月１９日　岡山県公報　第１２２７０号



〔
七
三
〕
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
林
業
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
を
開
催
す
る
。

令
和
三
年
二
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

令
和
三
年
三
月
十
八
日
（
木
曜
日
）

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

２

場
所

勝
田
郡
勝
央
町
植
月
中
一
〇
〇
一

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
森
林
研
究
所

二

受
講
申
込
書
の
受
付

１

受
講
申
込
者
は
、
受
講
申
込
書
を
、
住
所
地
を
所
管
す
る
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画

課
へ
令
和
三
年
三
月
十
一
日
（
木
曜
日
）
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

２

受
講
申
込
書
に
は
、
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
上
半
身
、
無
帽
の
ラ
イ
カ
判
の
写
真
（
縦

三
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
一
枚
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。

三

受
講
手
数
料

１

受
講
申
込
書
に
、
一
万
四
千
百
七
十
円
相
当
の
岡
山
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
て
納
付
す
る
こ

と
。
な
お
、
証
紙
に
は
、
消
印
し
な
い
こ
と
。

２

納
付
し
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

四

そ
の
他

１

受
講
者
は
、
受
講
当
日
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

２

講
習
会
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
岡
山
県
農
林
水
産
部
治
山
課
（
電
話
（
〇
八
六
）
二
二
六

七
－

四
五
五
）
又
は
各
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

令和３年２月１９日　岡山県公報　第１２２７０号



〔
七
四
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土

交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
二
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

岡
山
県
全
域

基
本
測
量
（
地
殻
変
動
補
正
パ
ラ

令
和
三
年
三
月
一
日
か
ら
同
月
三

メ
ー
タ
測
量
）

十
一
日
ま
で

令和３年２月１９日　岡山県公報　第１２２７０号



〔
七
五
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ

っ
た
。令

和
三
年
二
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

備
前
市
全
域

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
）

令
和
三
年
二
月
四
日
か
ら
令
和
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

令和３年２月１９日　岡山県公報　第１２２７０号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
教
育

の
た
め
の
施
設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
か
ら
、
学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三

百
四
十
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
二
月
十
九
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

名
称

Ｋ
Ｔ
Ｃ
お
お
ぞ
ら
高
等
学
院

岡
山
キ
ャ
ン
パ
ス

二

所
在
地

岡
山
市
北
区
奉
還
町
一

九

八

－
－

三

廃
止
年
月
日

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

令和３年２月１９日　岡山県公報　第１２２７０号



〔
一
〕
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
付
け
（
号
外
）
公
布
岡
山
県
環
境
影
響
評
価
等
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
岡
山
県
規
則
第
二
十
六
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

一
・
終
わ
り
か

を
削
る

」
を
「

」
に
改
め
る

」

ら
一
〇

令和３年２月１９日　岡山県公報　第１２２７０号


